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条 例

　 特 別 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 二 号

　 　 　 特 別 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 特 別 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 二 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 特 別 職 の 職 員 及 び 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 三 号

　 　 　 特 別 職 の 職 員 及 び 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例

　 （ 特 別 職 の 職 員 の 給 料 月 額 の 特 例 ）

第 一 条 　 特 別 職 の 職 員 （ 特 別 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 十 号 。 以 下 「 特 別 職 条

例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 専 任 副 管 理 者 （ 以 下 「 専 任 副 管 理 者 」 と い う 。 ） に 限 る 。 ） の 給 料 月 額 は 、 平 成 二 十

五 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 （ 以 下 「 特 例 期 間 」 と い う 。 ） に お い て 、 特 別 職 条 例 第 二 条 第 一 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 特 別 職 条 例 別 表 第 一 に 掲 げ る 額 か ら 当 該 額 に 百 分 の 二 十 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 と す る 。 た だ し 、

特 別 職 条 例 第 二 条 第 二 項 及 び 第 三 項 並 び に 第 四 条 の 二 に 規 定 す る 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 月 額 は 、 同 表 に 掲 げ る

額 と す る 。

行 財 政 改 革 推 進 ア ド バ イ ザ ー 日 額 一 万 二 千 六 百 円 旅 費 条 例 に 規 定 す る 八 級 の 職 務 に あ る 者 の 旅 費 相 当 額
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　 （ 専 任 副 管 理 者 の 期 末 手 当 の 額 の 特 例 ）

第 二 条 　 専 任 副 管 理 者 の 特 例 期 間 に お け る 期 末 手 当 の 額 は 、 特 別 職 条 例 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に よ

り 支 給 す る こ と と な る 額 か ら 、 当 該 額 に 百 分 の 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨

て た 額 ） を 減 じ た 額 と す る 。

　 （ 一 般 職 に 属 す る 職 員 の 給 料 月 額 の 特 例 ）

第 三 条 　 特 例 期 間 に お け る 給 与 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 五 号 ） 第 三 条 及 び 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 給 料

（ 給 与 条 例 第 二 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 臨 時 に 雇 用 す る 職 員 に 対 し て 支 給 す る 給 料 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） の 月 額 は 、 給 与 条

例 第 五 条 、 第 六 条 、 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 の 適 用 に よ り 定 め ら れ る 額 か ら 当 該 額 に 次

の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ

れ を 切 り 捨 て た 額 ） を 減 じ た 額 と す る 。 た だ し 、 給 与 条 例 に 規 定 す る 手 当 及 び 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年

名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 二 号 ） に 規 定 す る 退 職 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 の 月 額 並 び に 給 与 条 例 第 十 九 条 に 規 定 す

る 一 時 間 当 た り の 給 与 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 の 月 額 （ 給 与 条 例 第 十 三 条 の 規 定 に よ り 減 額 す る 場 合 の そ の 算 出 の 基 礎

と な る も の を 除 く 。 ） は 、 給 与 条 例 第 五 条 、 第 六 条 、 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 額 と す る 。

一 　 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 以 下 「 行 政 職 職 員 」 と い う 。 ） で そ の 職 務 の 級 が 八 級 以 上 で あ る も の 並 び に 同 表 以

外 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で 職 務 の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 等 を 考 慮 し て こ れ に 相 当 す る 職 員 と し て 管 理 者 の 定 め

る も の 　 百 分 の 二

二 　 行 政 職 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 七 級 で あ る も の （ 給 与 条 例 第 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 管 理 職 手 当 を 支 給 さ れ る 者 に

限 る 。 ） 並 び に 同 表 以 外 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で 職 務 の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 等 を 考 慮 し て こ れ に 相 当 す る 職 員

と し て 管 理 者 の 定 め る も の 　 百 分 の 一

　 　 　 附 　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 旅 費 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 四 号

　 　 　 旅 費 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 旅 費 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 十 八 条 中 「 職 員 が 」 を 「 職 員 に つ い て 」 に 、 「 第 四 十 七 条 」 を 「 第 四 十 七 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 」 に 、 「 し 帰 郷 す る

場 合 」 を 「 す る 事 由 が あ る 場 合 に お い て 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 　 任 命 権 者 は 、 職 員 に つ い て 船 員 法 第 四 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に 該 当 す る 事 由 が あ つ た 場 合 に お い て 、 こ の 条 例 の 規 定 に よ

り 当 該 職 員 に 旅 費 を 支 給 し た と き は 、 当 該 職 員 に 対 し 、 当 該 支 給 し た 旅 費 の 償 還 を 請 求 す る も の と す る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 五 号

　 　 　 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 三 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 十 条 の 二 第 二 号 中 「 障 害 者 自 立 支 援 法 」 を 「 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 」 に 、 「 第 五

条 第 十 二 項 」 を 「 第 五 条 第 十 一 項 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 条 の 二 第 二 号 の 改 正 規 定 （ 「 第 五 条 第 十 二 項 」 を 「 第 五 条 第 十 一 項 」 に

改 め る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 港 湾 整 備 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 六 号

　 　 　 名 古 屋 港 管 理 組 合 港 湾 整 備 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 港 湾 整 備 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

　 第 二 条 第 二 項 中 「 平 成 二 十 四 年 度 」 を 「 平 成 二 十 八 年 度 」 に 改 め 、 同 項 の 表 中 「 十 三 基 」 を 「 九 基 」 に 、 「 四 十 一 棟 （ 約 一

五 四 、 ○ ○ ○ 平 方 メ ー ト ル ） 」 を 「 四 十 棟 （ 約 一 五 三 、 五 ○ ○ 平 方 メ ー ト ル ） 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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　 名 古 屋 港 管 理 組 合 事 務 部 局 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 一 号

　 　 　 名 古 屋 港 管 理 組 合 事 務 部 局 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 事 務 部 局 組 織 規 則 （ 平 成 八 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 八 条 第 五 号 中 「 港 営 部 振 興 課 」 を 「 港 営 部 誘 致 推 進 課 」 に 改 め る 。

　 第 十 三 条 中 「 振 興 課 」 を 「 誘 致 推 進 課 」 に 改 め る 。

　 第 十 四 条 第 三 号 中 「 港 湾 労 務 者 」 を 「 港 湾 労 働 者 」 に 改 め る 。

　 第 十 五 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 振 興 課 」 を 「 誘 致 推 進 課 」 に 改 め 、 同 条 第 一 号 中 「 及 び 貨 物 」 を 「 、 貨 物 及 び 企 業 」 に 、

「 啓 発 」 を 「 推 進 」 に 改 め 、 同 条 第 四 号 中 「 社 団 法 人 日 本 港 湾 協 会 」 を 「 公 益 社 団 法 人 日 本 港 湾 協 会 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 行 財 政 改 革 推 進 ア ド バ イ ザ ー の 設 置 に 関 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 二 号

　 　 　 行 財 政 改 革 推 進 ア ド バ イ ザ ー の 設 置 に 関 す る 規 則

　 （ 設 置 ）

第 一 条 　 本 組 合 の 行 財 政 の 効 果 的 な 改 革 を 図 る た め 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 百 七 十 四 条 第 一 項 の 規

定 に よ り 、 本 組 合 の 行 財 政 の 簡 素 効 率 化 に 関 す る 事 項 に つ い て 調 査 を 行 い 、 管 理 者 に 提 言 す る 行 財 政 改 革 推 進 ア ド バ イ ザ ー

（ 以 下 「 ア ド バ イ ザ ー 」 と い う 。 ） 若 干 人 を 置 く 。

２ 　 ア ド バ イ ザ ー は 、 行 財 政 の 簡 素 効 率 化 に 関 し て 専 門 知 識 及 び 経 験 を 有 す る 者 の う ち か ら 、 管 理 者 が 任 命 す る 。

３ 　 ア ド バ イ ザ ー の 任 期 は 、 一 年 以 内 と す る 。 た だ し 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。

　 （ 庶 務 ）

第 二 条 　 ア ド バ イ ザ ー に 関 す る 庶 務 は 、 総 務 部 行 政 管 理 課 に お い て 処 理 す る 。

　 （ 委 任 ）

第 三 条 　 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 定 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 三 号

　 　 　 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 四 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 第 二 号 中 「 財 団 法 人 名 古 屋 み な と 振 興 財 団 」 を 「 公 益 財 団 法 人 名 古 屋 み な と 振 興 財 団 」 に 改 め 、 同 条 第 三 号 中 「 財

団 法 人 名 古 屋 港 緑 地 保 全 協 会 」 を 「 公 益 財 団 法 人 名 古 屋 港 緑 地 保 全 協 会 」 に 改 め 、 同 条 第 四 号 中 「 社 団 法 人 名 古 屋 清 港 会 」

を 「 公 益 社 団 法 人 名 古 屋 清 港 会 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 管 理 職 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 四 号

　 　 　 管 理 職 手 当 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 管 理 職 手 当 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 第 一 号 中 「 十 四 万 円 」 を 「 十 二 万 九 千 円 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 十 二 万 二 千 円 」 を 「 十 一 万 四 千 円 」 に 改 め 、 同

条 第 三 号 中 「 十 万 六 千 円 」 を 「 九 万 九 千 円 」 に 改 め 、 同 条 第 四 号 中 「 九 万 五 千 円 」 を 「 九 万 円 」 に 改 め 、 同 条 第 五 号 中 「 八

万 七 千 円 」 を 「 八 万 三 千 円 」 に 改 め る 。

　 　 　 　 「

　 別 表 中 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 を

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

規 則

議 会 事 務 局

事 務 局 長

課 　 　 長

二 　 種

四 　 種
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「
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に 改 め る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 五 号

　 　 　 名 古 屋 港 管 理 組 合 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 財 務 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 五 十 五 条 第 九 号 中 「 及 び 子 ど も 手 当 」 を 削 る 。

　 第 六 十 一 条 第 一 項 中 「 、 子 ど も 手 当 」 を 削 る 。

　 第 七 十 五 条 第 二 項 中 「 、 児 童 手 当 及 び 子 ど も 手 当 」 を 「 及 び 児 童 手 当 」 に 改 め る 。

　 様 式 第 四 十 七 号 中 「すべて 」 を 「全て 」 に 改 め 、 「

、
待機手当 」 を 削 り 、 「

、
児童手当及び子ども手当 」 を 「及び児童手当 」

に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 （ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 （ 経 過 措 置 ）

２ 　 こ の 規 則 施 行 の 際 こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 名 古 屋 港 管 理 組 合 財 務 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ て い る 様 式 第 四 十 七 号

の 用 紙 に つ い て は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 名 古 屋 港 管 理 組 合 財 務 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 の 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 に か か わ

ら ず 、 当 分 の 間 、 改 正 後 の 規 則 の 様 式 の 要 件 を 満 た す よ う 必 要 な 修 正 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

議 会 事 務 局

事 務 局 長

次 　 　 長

課 　 　 長

二 　 種

三 　 種

四 　 種
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名古屋港管理組合告示第３号
　平成２５年３月定例名古屋港管理組合議会で認定された平成２３年度名古屋港管理組合一般会計歳入歳出決算の要領は、次の
とおりである。
　　平成２５年４月１日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

平成２３年度名古屋港管理組合一般会計歳入歳出決算
歳　　　　　入

第１款　分担金及び負担金 １０，３０７，７３７，４６３円
　第１項　負担金 １０，３０７，７３７，４６３円
第２款　使用料及び手数料 ６，３９６，３６５，５０５円
　第１項　使用料 ６，３９６，３３６，７０５円
　第２項　手数料 ２８，８００円
第３款　国庫支出金 １，４６８，２７３，７６０円
　第１項　国庫負担金 １，４６８，２７３，７６０円
第４款　財産収入 ５，１６８，４７４，９１１円
　第１項　財産運用収入 ５，１６８，２２４，４１１円
　第２項　財産売払収入 ２５０，５００円
第５款　寄附金 ０円
　第１項　寄附金 ０円
第６款　繰入金 ２８１，４２０，０７７円
　第１項　他会計繰入金 ２８１，４２０，０７７円
第７款　繰越金 １，４７５，７０８，５８６円
　第１項　繰越金 １，４７５，７０８，５８６円
第８款　諸収入 ２，７８９，６５４，６３７円
　第１項　延滞金、加算金及び過料 ３，１７０，２８３円
　第２項　預金利子 ２，６０７，９９３円
　第３項　受託事業収入 ６２１，５５０，７１９円
　第４項　貸付金元利収入 １，８３５，６４７，６２１円
　第５項　特定施設整備収入 １４，１８５，２５９円
　第６項　雑入 ３１２，４９２，７６２円
第９款　組合債 ４，０４２，５００，０００円
　第１項　組合債 ４，０４２，５００，０００円
　　　歳　　　入　　　合　　　計 ３１，９３０，１３４，９３９円

歳　　　　　出
第１款　議会費 １４６，７５４，４６８円
　第１項　議会費 １４６，７５４，４６８円
第２款　総務費 ２，７６０，１５０，９４７円
　第１項　総務管理費 ２，６９６，１８５，６３６円
　第２項　監査委員費 ６３，９６５，３１１円
第３款　企画調整費 ９６３，７４４，７２８円
　第１項　企画調整管理費 ８５１，０８７，０７１円
　第２項　調査費 １１２，６５７，６５７円
第４款　港営費 ２，８５９，４２５，８２３円
　第１項　港営管理費 １，２７９，９４３，７５６円
　第２項　運営費 １，５７９，４８２，０６７円
第５款　建設費 ９，１６３，７４４，２８３円
　第１項　建設管理費 １，３８３，２０９，０７８円
　第２項　整備費 ７，７８０，５３５，２０５円
第６款　公債費 １４，５９６，４４５，８７９円
　第１項　公債費 １４，５９６，４４５，８７９円
第７款　予備費 ０円
　第１項　予備費 ０円
　　　歳　　　出　　　合　　　計 ３０，４９０，２６６，１２８円

名古屋港管理組合告示第４号
　平成２５年３月定例名古屋港管理組合議会で認定された平成２３年度名古屋港管理組合基金特別会計歳入歳出決算の要領は、
次のとおりである。
　　平成２５年４月１日 

告 示
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名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

平成２３年度名古屋港管理組合基金特別会計歳入歳出決算
歳　　　　　入

第１款　水族館振興基金収入 １２６，３９１，０８７円
　第１項　財産収入 １，１４５，１８８円
　第２項　寄附金 ６，７５０，０００円
　第３項　繰越金 ０円
　第４項　積戻金 １０７，４９０，４０３円
　第５項　繰入金 １１，００５，４９６円
第２款　海事文化振興基金収入 ６３，５０６，６８８円
　第１項　財産収入 ７４，１０９円
　第２項　寄附金 ０円
　第３項　繰越金 ０円
　第４項　繰入金 ６３，４３２，５７９円
第３款　環境振興基金収入 １８６，９２５，６８８円
　第１項　財産収入 ３２８，１７０円
　第２項　寄附金 ７２９，２００円
　第３項　繰越金 ０円
　第４項　積戻金 １７３，９２９，６７４円
　第５項　繰入金 １１，９３８，６４４円
　　　歳　　　入　　　合　　　計 ３７６，８２３，４６３円

歳　　　　　出
第１款　水族館振興基金 １２６，３９１，０８７円
　第１項　積立金 １８，９００，６８４円
　第２項　繰出金 １０７，４９０，４０３円
第２款　海事文化振興基金 ６３，５０６，６８８円
　第１項　積立金 ６３，５０６，６８８円
第３款　環境振興基金 １８６，８７５，６８８円
　第１項　積立金 １２，９４６，０１４円
　第２項　繰出金 １７３，９２９，６７４円
　　　歳　　　出　　　合　　　計 ３７６，７７３，４６３円

名古屋港管理組合告示第５号
　平成２５年３月定例名古屋港管理組合議会の議決を経た平成２５年度名古屋港管理組合予算の要領は、次のとおりである。
　　平成２５年４月１日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

平成２５年度名古屋港管理組合一般会計予算
　平成２５年度名古屋港管理組合一般会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３２，７２０，０００千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。
　（債務負担行為）
第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限
度額は、「第２表　債務負担行為」による。

　（組合債）
第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる組合債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償
還の方法は、「第３表　組合債」による。

　（一時借入金）
第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４，０００，０００千円と定める。
　（歳出予算の流用）
第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の
とおりと定める。
　各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同
一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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　第１表　歳入歳出予算
　　　　歳　　　入

金 額項款

千円

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 １１，１１１，６８３

１１，１１１，６８３１ 負 担 金

６，０８５，０４４２ 使 用 料 及 び 手 数 料

６，０８５，０３４１ 使 用 料

１０２ 手 数 料

１，５４４，９１２３ 国 庫 支 出 金

１，５４４，９１２１ 国 庫 負 担 金

５，９８０，０２９４ 財 産 収 入

５，９８０，００９１ 財 産 運 用 収 入

２０２ 財 産 売 払 収 入

１０５ 寄 附 金

１０１ 寄 附 金

６９０，２００６ 繰 入 金

６９０，２００１ 他 会 計 繰 入 金

４００，０００７ 繰 越 金

４００，０００１ 繰 越 金

８ 諸 収 入 ３，３３６，１２２

６１０１ 延滞金、加算金及び過料

２，５８３２ 預 金 利 子

８７８，３００３ 受 託 事 業 収 入

１，９９４，０７７４ 貸 付 金 元 利 収 入

６１，７３３５ 特 定 施 設 整 備 収 入

３９８，８１９６ 雑 入

３，５７２，０００９ 組 合 債

３，５７２，０００１ 組 合 債

３２，７２０，０００歳 入 合 計
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　　　　歳　　　出

　第２表　債務負担行為

金 額項款

千円

１ 議 会 費 １５３，２１９

１５３，２１９１ 議 会 費

２，３３７，７６３２ 総 務 費

２，２６９，７４３１ 総 務 管 理 費

６８，０２０２ 監 査 委 員 費

１，０７１，２５５３ 企 画 調 整 費

９１６，２０３１ 企 画 調 整 管 埋 費

１５５，０５２２ 調 査 費

３，２５５，１２９４ 港 営 費

１，４１２，７６８１ 港 営 管 理 費

１，８４２，３６１２ 運 営 費

１１，５５６，６３４５ 建 設 費

１，５１４，５３９１ 建 設 管 理 費

１０，０４２，０９５２ 整 備 費

１４，２４６，０００６ 公 債 費

１４，２４６，０００１ 公 債 費

１００，０００７ 予 備 費

１ 予 備 費 １００，０００

３２，７２０，０００歳 出 合 計

限 度 額期 間事 項
千円

平成２６年度～平成２７年度基 幹 シ ス テ ム 開 発 費 ２０２，０００

４７，０００平 成 ２６ 年 度北 浜 ふ 頭 埋 立 整 備 費

１４，０００平 成 ２６ 年 度基 本 計 画 調 査 費

２，６５４，０００平成２６年度～平成２７年度鍋 田 ふ 頭 道 路 整 備 費

２８３，０００平 成 ２６ 年 度ガーデンふ頭文化厚生施設整備費

２５０，０００平 成 ２６ 年 度中 川 口 通 船 門 整 備 費

１１，０００平 成 ２６ 年 度中 川 口 通 船 門 補 修 費

１，８７４，０００平 成 ２６ 年 度稲 永 ふ 頭 廃 棄 物 埋 立 整 備 費



９名古屋港管理組合公報　第５１２号　平成２５年４月１日

　第３表　組合債

　　　平成２５年度名古屋港管理組合基金特別会計予算
　平成２５年度名古屋港管理組合基金特別会計の予算は、次に定めるところによる。
　（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７０１，０００千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　第１表　歳入歳出予算
　　　　歳　　　入

１４４，０００平 成 ２６ 年 度堀 川 口 防 潮 水 門 整 備 費

３７，０００平 成 ２６ 年 度中 川 口 ポ ン プ 所 補 修 費

１０，０００平 成 ２６ 年 度堀 川 口 防 潮 水 門 補 修 費

償 還 の 方 法利 率起債の方法限 度 額起 債 の 目 的

政府資金については融資条件により、銀行
その他の場合には起債年度から据置期間を
含めて３０年度間以内に元利均等、元金均等
若しくは元金不均等の方法で毎年度１期若
しくは２期に分けて償還し、又は満期日に
元金を一括して償還する。ただし、組合財
政その他の都合により据置期間及び償還期
間を短縮し、若しくは繰上償還し、又は借
り換えることができる。

８．５ ％ 以 内
普 通 貸 借
又　 　 は
債 券 発 行

千円

公 共 事 業 ３，４７５，０００

９７，０００
コンテナ埠頭
整 備 事 業

３，５７２，０００計

金 額項款

千円

１ 水 族 館 振 興 基 金 収 入 ６１５，０００

２，７８０１ 財 産 収 入

１０２ 寄 附 金

１０３ 繰 越 金

６１２，２００４ 積 戻 金

６，６００２ 海 事 文 化 振 興 基 金 収 入

３８０１ 財 産 収 入

１０２ 寄 附 金

１０３ 繰 越 金

６，２００４ 繰 入 金

３ 環 境 振 興 基 金 収 入 ７９，４００

１，３６０１ 財 産 収 入

２０２ 寄 附 金
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　　　　歳　　　出

　　　平成２５年度名古屋港管理組合施設運営事業会計予算
　（総　則）
第１条　平成２５年度名古屋港管理組合施設運営事業会計の予算は、次に定めるところによる。
　（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　入
第１款　　施　設　運　営　事　業　収　益 ２，５４４，０００千円
第１項　　 営 業 収 益 ２，５４０，７４１千円
第２項　　 営 業 外 収 益 ３，２３９千円
第３項　　 特 別 利 益 ２０千円

金 額項款

千円

１ 水 族 館 振 興 基 金 ６１５，０００

２，８００１ 積 立 金

６１２，２００２ 繰 出 金

６，６００２ 海 事 文 化 振 興 基 金

６，６００１ 積 立 金

７９，４００３ 環 境 振 興 基 金

１，４００１ 積 立 金

７８，０００２ 繰 出 金

７０１，０００歳 出 合 計

２０３ 繰 越 金

７８，０００４ 積 戻 金

７０１，０００歳 入 合 計

備 考事 項施 設区 分

平方メートル

一般使用許可面積

上　　　屋　　　４１棟

事 業 量 ９１，０９３

平方メートル

専用使用許可面積 　３９，１８６

平方メートル

一般使用許可面積

貯　木　場　　８か所

　５０３，４５０

平方メートル

専用使用許可面積 　９９５，４３０

時間

使 用 時 間荷 役 機 械　　　１０基 　１０，３９３

千円
施設維持補修工事及び
上 屋 等 整 備 工 事

施設の維持補修及び
施設の増補・改良工事

１，００６，９００
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支　　　　　　　　出
第１款　　施　設　運　営　事　業　費　用 ２，５１１，０００千円
第１項　　 営 業 費 用 ２，４５１，６３６千円
第２項　　 営 業 外 費 用 ４１，０１０千円
第３項　　 特 別 損 失 ８，３５４千円
第４項　　 予 備 費 １０，０００千円

　（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８９４，９７０千円
は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５，０００千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２８，０００
千円及び過年度分損益勘定留保資金８６１，９７０千円で補てんするものとする。）。

収　　　　　　　　入
第１款　　 資 本 的 収 入 ３０千円
第１項　　 固 定 資 産 売 却 代 金 １０千円
第２項　　 寄 附 金 １０千円
第３項　　 そ の 他 資 本 的 収 入 １０千円

支　　　　　　　　出
第１款　　 資 本 的 支 出 ８９５，０００千円
第１項　　 建 設 改 良 費 ６８３，７００千円
第２項　　 固 定 資 産 購 入 費 ３１０千円
第３項　　 企 業 債 償 還 金 ２１０，９９０千円

　（債務負担行為）
第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　　　項　　　　　　　期　　　間　　　　　　　 限　度　額
  上 屋 整 備 費 平成２６年度 １１９，０００千円
　（一時借入金）
第６条　一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。
　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費
の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費　　　　　 ４３２，１６１千円
　（たな卸資産購入限度額）
第８条　たな卸資産の購入限度額は、２０，０００千円と定める。

　　　平成２５年度名古屋港管理組合埋立事業会計予算
　（総　則）
第１条　平成２５年度名古屋港管理組合埋立事業会計の予算は、次に定めるところによる。
　（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

用地整備　　　　　　８，６００平方メートル
　（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　入
第１款　　 埋 立 事 業 収 益 ２７９，０００千円
第１項　　 営 業 外 収 益 ２７８，９７０千円
第２項　　 特 別 利 益 ３０千円

支　　　　　　　　出
第１款　　 埋 立 事 業 費 用 ３９８，０００千円
第１項　　 営 業 費 用 ３６５，０３９千円
第２項　　 営 業 外 費 用 ２２，９３１千円
第３項　　 特 別 損 失 ３０千円
第４項　　 予 備 費 １０，０００千円

　（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，４３３，０００千
円は、繰越工事資金で補てんするものとする。）。

収　　　　　　　　入
第１款　　 資 本 的 収 入 ４８６，０００千円
第１項　　 雑 収 入 ３８５，５５６千円
第２項　　 貸 付 金 返 還 金 １００，４４４千円

支　　　　　　　　出
第１款　　 資 本 的 支 出 １，９１９，０００千円
第１項　　 南 部 地 区 埋 立 事 業 費 １８，９００千円
第２項　　 西 部 地 区 埋 立 事 業 費 １，５４１，３００千円
第３項　　 南 ５ 区 埋 立 事 業 費 ４４，４００千円
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第４項　　 総 係 費 ２８２，４３０千円
第５項　　 雑 支 出 ３１，９７０千円

　（一時借入金）
第５条　一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。
　（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
　各項に計上した給料、手当及び法定福利費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各
項の間の流用

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費
の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費　　　　　 ２９１，１１０千円

名古屋港管理組合告示第６号
　平成２５年３月定例名古屋港管理組合議会の議決を経た平成２４年度名古屋港管理組合補正予算の要領は、次のとおりである。
　　平成２５年４月１日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

　　　平成２４年度名古屋港管理組合一般会計補正予算
　平成２４年度名古屋港管理組合一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。
　（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６４，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５，５７３，０００
千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出
予算補正」による。

　（繰越明許費の補正）
第２条　繰越明許費の補正は、「第２表　繰越明許費補正」による。
　（組合債の補正）
第３条　組合債の補正は、「第３表　組合債補正」による。

　第１表　歳入歳出予算補正
（△印は、減額を示す。）

　　　　歳　　　入
 

計補 正 額補 正 前 の 額項款
千円千円千円

１１，２５２，９４３△ ２６１，４５８１１，５１４，４０１１ 分担金及び負担金

１１，２５２，９４３△ ２６１，４５８１１，５１４，４０１１ 負 担 金

６，２８１，８０２１５４，２５４６，１２７，５４８２ 使用料及び手数料

６，２８１，７９２１５４，２５４６，１２７，５３８１ 使 用 料

１，９６６，２８７△ ９８，０９９２，０６４，３８６３ 国 庫 支 出 金

１，９６６，２８７△ ９８，０９９２，０６４，３８６１ 国 庫 負 担 金

５，６８２，０４５１６９，８８３５，５１２，１６２４ 財 産 収 入

５，６４０，４０８１２８，２６６５，５１２，１４２１ 財 産 運 用 収 入

４１，６３７４１，６１７２０２ 財 産 売 払 収 入

３，４００，８３５１８３，４２０３，２１７，４１５８ 諸 収 入

１８８，０８７△ ５，５８０１９３，６６７５ 特定施設整備収入

４２６，４２８１８９，０００２３７，４２８６ 雑 入

５，３７３，５００４１６，０００４，９５７，５００９ 組 合 債

５，３７３，５００４１６，０００４，９５７，５００１ 組 合 債

３５，５７３，０００５６４，０００３５，００９，０００歳 入 合 計
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　　　　歳　　　出

　第２表　繰越明許費補正

　第３表　組合債補正

計補 正 額補 正 前 の 額項款
千円千円千円

１３，０７５，６６８△ １４０，０００１３，２１５，６６８５ 建 設 費

１，５３８，０５７５，２２９１，５３２，８２８１ 建 設 管 理 費

１１，５３７，６１１△ １４５，２２９１１，６８２，８４０２ 整 備 費

１５，５５９，９７９７０４，０００１４，８５５，９７９６ 公 債 費

１５，５５９，９７９７０４，０００１４，８５５，９７９１ 公 債 費

３５，５７３，０００５６４，０００３５，００９，０００歳 出 合 計

補 正 後 の 額補 正 前 の 額事 業 名項款
千円千円

１６，０００－防 災 対 策 調 査 費１ 総務管理費２ 総 務 費

１４，０００－北 浜 ふ 頭 埋 立 整 備 費２ 調 査 費３ 企画調整費

３０，０００－飛 島 ふ 頭 道 路 整 備 費

２ 整 備 費５ 建 設 費

９２，１００－港湾改修（老朽化施設活用）交付金事業費

２００，５００－北 浜 ふ 頭 埋 立 整 備 費

２２，９００－港 内 岸 壁 調 査 費

１１１，０００－中川運河（堀止）緑地整備費

４３，７００－築地・ガーデンふ頭護岸整備費

１４，０００－昭 和 ふ 頭 護 岸 整 備 費

１４，９００－船 見 ふ 頭 胸 壁 整 備 費

２３，７００－海岸堤防老朽化対策交付金事業費

２６，６００－港 内 胸 壁 調 査 費

１，５７０，７２０６５９，０００国直轄事業港湾管理者負担金

償　　還　　の　　方　　法利　率起債の方法
限　　　　　度　　　　　額

起債の目的
計補　正　額補正前の額

政府資金については融資条件により、
銀行その他の場合には起債年度から据
置期間を含めて３０年度間以内に元利均
等、元金均等若しくは元金不均等の方
法で毎年度１期若しくは２期に分けて
償還し、又は満期日に元金を一括して
償還する。ただし、組合財政その他の
都合により据置期間及び償還期間を短
縮し、若しくは繰上償還し、又は借り
換えることができる。

８．５％以内
普 通 貸 借
又 は
債 券 発 行

千円千円千円

５，２２１，０００４１６，０００４，８０５，０００公 共 事 業

５，３７３，５００４１６，０００４，９５７，５００計



１４ 名古屋港管理組合公報　第５１２号　平成２５年４月１日

　　　平成２４年度名古屋港管理組合埋立事業会計補正予算
　（総　則）
第１条　平成２４年度名古屋港管理組合埋立事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。
　（資本的収入及び支出）
第２条　平成２４年度名古屋港管理組合埋立事業会計予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正し、
かっこ書の「１，１１８，０００千円」を「１５２，５４２千円」に改める。

（△印は、減額を示す。）
 （科　　　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収　　　　　　　　入
第１款  資 本 的 収 入 ７８５，０００千円 ７０４，０００千円 １，４８９，０００千円
　第２項 貸　付　金　返　還　金 ４０５，６１５千円 ７０４，０００千円 １，１０９，６１５千円

支　　　　　　　　出
第１款  資 本 的 支 出 １，９０３，０００千円 △ ２６１，４５８千円 １，６４１，５４２千円
　第２項  西部地区埋立事業費 １，３４６，１００千円 △ ２６１，４５８千円 １，０８４，６４２千円

名古屋港管理組合告示第７号
　名古屋港管理組合情報公開条例施行規則（平成１３年名古屋港管理組合規則第２号）第１６条第１項の規定に基づき次の法人
を指定し、平成２５年４月１日から施行する。
　なお、平成１３年名古屋港管理組合告示第２９号及び平成１４年名古屋港管理組合告示第３号は、廃止する。
　　平成２５年４月１日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

　公益財団法人名古屋みなと振興財団
　公益財団法人名古屋港緑地保全協会
　名古屋港埠頭株式会社
　名古屋港鉄鋼埠頭株式会社
　名古屋コンテナ埠頭株式会社

名古屋港管理組合告示第８号
　平成１８年名古屋港管理組合告示第３７号（名古屋港管理組合個人情報保護条例第４６条に規定する法人の指定）の一部を次の
ように改正する。
　　平成２５年４月１日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

　「財団法人名古屋みなと振興財団」を「公益財団法人名古屋みなと振興財団」に、「財団法人名古屋港緑地保全協会」を
「公益財団法人名古屋港緑地保全協会」に改める。

名古屋港管理組合告示第９号
　次の港湾施設は、平成２５年４月１日から当分の間、使用を停止する。
　　平成２５年４月１日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

施設の種類　上屋
　用途区分及び区画を定めない上屋

構　　造建築面積位　　置等級使用区分
名　　　　称

（括弧内は、その略称）

鉄骨側スレート造り波型
スレートかわらぶき

平方メートル

名古屋市港区昭和町
級

専用使用
昭和ふ頭５号上屋
（昭和５）

６６８２

木骨側スレート造り波型
スレートかわらぶき

４３０名古屋市港区昭和町２専用使用
昭和ふ頭８号上屋
（昭和８）



１５名古屋港管理組合公報　第５１２号　平成２５年４月１日

訓 令
訓 令 第 一 号

組 合 内 一 般

　 課 の 組 織 の 分 掌 事 務 規 程 （ 平 成 八 年 訓 令 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

　 第 一 条 第 一 号 ホ 中 「 港 営 部 振 興 課 振 興 係 」 を 「 港 営 部 誘 致 推 進 課 誘 致 推 進 係 」 に 改 め る 。

　 第 三 条 第 二 号 リ 中 「 及 び 子 ど も 手 当 」 を 削 る 。

　 第 六 条 第 一 号 ハ 中 「 港 湾 労 務 者 」 を 「 港 湾 労 働 者 」 に 改 め る 。

　 第 七 条 の 見 出 し 中 「 振 興 課 」 を 「 誘 致 推 進 課 」 に 改 め 、 同 条 中 「 港 営 部 振 興 課 」 を 「 港 営 部 誘 致 推 進 課 」 に 改 め 、 同 条 第

一 号 中 「 振 興 係 」 を 「 誘 致 推 進 係 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「 及 び 貨 物 」 を 「 、 貨 物 及 び 企 業 」 に 、 「 啓 発 」 を 「 推 進 」 に 改 め 、 同

号 リ 中 「 社 団 法 人 日 本 港 湾 協 会 」 を 「 公 益 社 団 法 人 日 本 港 湾 協 会 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

訓 令 第 二 号

組 合 内 一 般

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 事 務 決 裁 規 程 （ 昭 和 四 十 年 訓 令 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

　 別 表 第 一 （ 共 通 事 務 ） の 表 課 長 専 決 事 項 の 欄 第 十 七 号 中 「 、 子 ど も 手 当 」 を 削 る 。

　 別 表 第 二 （ 個 別 事 務 ） の 表 一 の 二 企 画 調 整 室 の 表 第 四 号 中 「 、 子 ど も 手 当 」 を 削 る 。

　 別 表 第 二 （ 個 別 事 務 ） の 表 二 総 務 部 の 表 職 員 課 の 項 課 長 専 決 事 項 の 欄 第 十 一 号 中 「 及 び 子 ど も 手 当 」 を 削 る 。

　 別 表 第 二 （ 個 別 事 務 ） の 表 三 港 営 部 の 表 中 「 振 興 課 」 を 「 誘 致 推 進 課 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 二 の 二 （ 個 別 事 務 ） の 表 第 三 号 中 「 、 子 ど も 手 当 」 を 削 る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

訓 令 第 三 号

組 合 内 一 般

　 被 服 貸 与 規 程 （ 昭 和 四 十 六 年 訓 令 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者 　 　 　 　 　 　 　

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 「

　 別 表 類 別 第 二 号 中 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  を

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に 改 め る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

　 　 　 附 　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

４２作業服夏上衣

２２作業服夏ズボン

５２作業服冬上衣

５２作業服冬ズボン

５１防寒上衣

　安全靴（一般）は、

足場が危険な作業

を伴う業務に従事

する者のみとする。

４２

２２

５２

５２

５１

４１

作業服夏上衣「

作業服夏ズボン

作業服冬上衣

作業服冬ズボン

防寒上衣

安全靴（一般）



１６ 名古屋港管理組合公報　第５１２号　平成２５年４月１日
　 名 古 屋 港 管 理 組 合 議 会 事 務 局 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 三 十 七 年 四 月 一 日 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 議 会 議 長 　 久 保 田 　 浩 文 　

　 第 三 条 第 四 項 の 表 課 長 の 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 第 三 条 第 六 項 中 第 五 号 を 第 六 号 と し 、 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 に 第 一 号 と し て 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 一 　 次 長 　 事 務 局

　 第 四 条 第 五 号 中 「 課 長 及 び 担 当 課 長 」 を 「 次 長 」 に 改 め 、 同 条 第 七 号 及 び 第 八 号 中 「 課 長 及 び 」 を 「 次 長 、 課 長 及 び 」 に

改 め る 。

　 第 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

第 四 条 の 二 　 次 長 は 、 前 条 各 号 に 掲 げ る 事 項 の う ち 、 課 長 及 び 担 当 課 長 の 日 帰 り の 国 内 旅 行 命 令 並 び に 在 勤 地 及 び 付 近 地 の

旅 行 命 令 に 関 す る こ と を 専 決 す る 。

　 第 六 条 第 一 項 中 「 議 事 課 長 」 を 「 次 長 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 前 二 項 」 を 「 前 三 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 四 項 と し 、

同 条 中 第 二 項 を 第 三 項 と し 、 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 　 次 長 が 不 在 の と き は 、 議 事 課 長 が そ の 専 決 事 項 を 代 決 す る こ と が で き る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 程 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

発行所　名古屋市港区港町１番１１号

名古屋港管理組合

議 会 事 項
次 　 　  長 上 司 の 命 を 受 け 、 事 務 局 長 を 補 佐 し 、 及 び 上 司 が 命 ず る 事 務 を 掌 理 す る 。

　名古屋港管理組合議会議員藤沢忠将は、名古屋港管理組合規約第７条第２項の規定に基づき平成２５年３月２５日失職した。


